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１　開　　　　会

２　会議成立の報告

３　署名委員の指名

西澤会長職務代理者 　新型コロナウイルス感染拡大防止のためにお願いしておりました「発
言の際のマスクの着用」については、任意といたします。よろしくお願
いいたします。
　次に、議事進行については引き続き議案説明を省略し、補足などがあ
る場合に限り説明をお願いいたします。複数の案件を担当する委員の方
におかれましては、すべての案件をひとまとめにするのではなく、１案
件ずつお願いいたします。
　また、審議中３０分に一度事務局職員が部屋の換気を行いますので、
皆さんの御理解、ご協力をお願いいたします。
 発言の際には引き続きマイクを使用しての進行とさせていただいており
ます。議案説明の際は、事務局職員がマイクを消毒した上で発言者にお
渡しいたしますが、会場が狭小であることから座席の前からお渡しする
ことをご了承ください。
　尚、日頃からお願いしておりますが、説明における個人情報の取り扱
いには十分注意していただくようお願いいたします。

　月例総会成立の報告をいたします。
　農業委員２１名中、本日は角谷委員が欠席されておりますので出席委
員は２０名です。「さいたま市農業委員会会議規則第６条」の規定によ
る過半数の要件を満たしております。よって、本会は成立しています。

西澤会長職務代理者

西澤会長職務代理者 　議事録署名委員として、
　　　　議席番号１９番　本田　委員
        議席番号２０番　中村　委員
を指名します。よろしくお願いいたします。



　―長　島　委　員　退　席―

議 長 　それでは、番号５番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

農業環境整備課 　農業環境整備課の高見沢と申します。この度は、農業委員会の月例総会に参加さ
せていただきありがとうございます。
　それでは、「さいたま市農業振興地域整備計画の変更」の概要について説明させ
ていただきます。市では「さいたま市農業振興地域整備計画」におきまして、農用
地区域を指定しています。農用地区域は農地転用が不可能な土地であり、転用する
場合には、その計画地について、農用地区域から除外するという「農業振興地域整
備計画の変更」が必要となります。
　市町村が農業振興地域整備計画を変更するときは、「農業振興地域の整備に関す
る法律施行規則第三条の二」の規定により、農業委員会の意見を聴くこととされて
おります。こちらの意見を聴くこととは、農業委員の皆様に、計画変更による周辺
農業への影響や隣接する農地等に問題がないかなどを確認いただくことになりま
す。計画変更の内容に特に問題がないと思われる場合には、「意見なし」となりま
す。
　ご審議の程、どうぞよろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりましたので、審議に入ります。
　先に番号５番を審議します。この案件は、長島委員の関係案件です。農業委員会
等に関する法律第３１条（議事参与の制限）により、長島委員には審議終了まで退
室をお願いします。

議 長 　それでは、はじめに農業環境整備課長からご挨拶いただきます。

農業環境整備課長 　農業環境整備課長の小椋でございます。この度は、農業委員会の月例総会に参加
させていただきありがとうございます。
　さて、本総会では「さいたま市農業振興地域整備計画の変更」について審議に諮
らせていただくこととなりました。整備計画の変更に際しましては、本総会におい
て、地域の農業をよく知る委員のみなさまのご意見をいただき、検討することが大
変重要であると考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、農業環境整備課から「農業振興地域整備計画の変更の概要」につい
て、説明いただきます。

議 長 　それでは議案審議に入らせていただきます。
　議案第９９号、さいたま市農業振興地域整備計画の変更に対する意見について審
議いたします。
　本日は、参考人として農業環境整備課が待機しておりますので、先に議案第９９
号を審議いたします。農業環境整備課の入室を求めます。

　―農業環境整備課入室―



　―長島委員、農業環境整備課入室―

農業環境整備課 　議案書は５７ページになります。
　それでは、番号１について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、自己用住宅で、その理由は、既存の賃貸住宅では手狭のため
自己用住宅が必要となり、他に候補地がなかったためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、新設コンクリートブロックにて防除をす
ることとなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の金子委員、意見をお願いします。

　それでは、ご質問のある方は挙手をお願いします。
　質問がないようですので、農業環境整備課の退室を求めます。

　―農業環境整備課退室―

議 長

議 長 　ありがとうございました。
  説明が終わりました。
　本件の担当委員は、私になります。
　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議 長 　引き続き審議に入ります。
　続きまして、番号１番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

　それでは採決に入りたいと思います。
　議案第９９号番号５番について、賛成の農業委員の方、挙手を求めます。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

議 長

農業環境整備課 　担当の上松です。議案書は６１ページになります。
　それでは、番号５について説明させていただきます。
　本案件は１２月開催の月例総会にて、道の駅施設整備準備室職員より説明された
事業と同様のものであり、１２月月例総会では農地転用の許可を不要とすることへ
の意見を求めたのに対し、今回は道の駅整備事業により農用地区域から除外するこ
とについて意見をうかがうものになります。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、道の駅の整備で、その理由は、本事業はさいたま市の上位計
画に位置付けられており、また幹線道路沿いの大規模周辺施設の確保、農業振興の
機能を持った施設の整備、防災拠点の確保の観点から、新たに道の駅を開設する必
要があるためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、既存道路に囲まれているため、周辺農地
には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

　総員賛成であります。
　議案第９９号番号５番について、意見なしととして決定いたします。
　長島委員、農業環境整備課の入室を求めます。



議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の菅間委員、意見をお願いします。

菅 間 委 員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

農業環境整備課 　それでは、番号２について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、駐車場で、その理由は、既存の事業に要する面積が不足して
いるためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、新設コンクリートブロック及びメッシュ
フェンスにて防除をすることとなっておりますので、周辺農地には影響が無いもの
と思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

金 子 委 員

菅 間 委 員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

農業環境整備課 　それでは、番号３について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、自己用住宅で、その理由は、既存の賃貸住宅では手狭のため
自己用住宅が必要となり、他に候補地がなかったためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、新設コンクリートブロック及びメッシュ
フェンスにて防除をすることとなっておりますので、周辺農地には影響が無いもの
と思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の菅間委員、意見をお願いします。

　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。



　続きまして、番号７番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

農業環境整備課 　それでは、番号７について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、加田屋地区環境整備事業に係る広場ゾーン（都市公園）整備
で、その理由は、大宮聖苑の建設に伴う一体的な周辺地区整備として新たに都市公
園を開設する必要があるためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、ネットフェンスにて防除をすることと
なっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の小川委員、意見をお願いします。

農業環境整備課 　それでは、番号６について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、自己用住宅で、その理由は、既存の賃貸住宅では手狭のため
自己用住宅が必要となり、他に候補地がなかったためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、新設コンクリートブロック及びフェンス
にて防除をすることとなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われ
ます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。本件の担当委員は私になります。

　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の長島委員、意見をお願いします。

長 島 委 員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号６番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

農業環境整備課 　それでは、番号４について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、自動車置場（拡張）で、その理由は、既存の自動車置場では
事業に要する面積が不足しているためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、新設柵及びコンクリートブロックにて防
除をすることとなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。



　担当の新井です。どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、番号９について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、自己用住宅及び道路後退で、その理由は、現在居住している
実家では手狭のため、自己用住宅が必要となり、他に候補地がなかったためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、新設コンクリートブロックにて防除する
こととなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の横山委員、意見をお願いします。

横 山 委 員

農業環境整備課

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号９番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の小川委員、意見をお願いします。

小 川 委 員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

農業環境整備課 　それでは、番号８について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、資材置場及び駐車場で、その理由は、新たに資材置き場及び
駐車場が必要となり、他に候補地がなかったためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、新設コンクリートブロックにて防除をす
ることとなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号８番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

小 川 委 員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありませんが、見沼区では道の駅事業や都市公園事業など、人口が増え
る要因が数多くある中で、今後は道の整備を進め、渋滞を解消していただきたいと
いうことを意見として申し上げます。

議 長



議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の横山委員、意見をお願いします。

横 山 委 員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１２番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号１０番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

農業環境整備課 　それでは、番号１０について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、資材置場及び車両置場の拡張で、その理由は、既存の資材置
場及び車両置場では手狭となり、敷地拡張して新たな置場を確保する必要があるた
めです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、仮囲いにて防除することとなっておりま
すので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の横山委員、意見をお願いします。

横 山 委 員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

　それでは、番号１１について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、学校用地で、その理由は新たに中等部を開設するためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、新設コンクリートブロックにて防除する
こととなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１１番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

農業環境整備課

議 長



農業環境整備課 　それでは、番号１３について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、資材置場の拡張で、その理由は、既存の資材置場では手狭と
なり、敷地拡張して新たな置場を確保する必要があるためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、周
辺農地への影響につきましては、Ｌ型擁壁を新たに設置して防除することとなって
おり、そのＬ型擁壁の部分からは１０ｍ程度スペースを空けた所から資材を置くよ
うな配置計画になっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　なお、既存の資材置場について補足させていただきたい事項がございまして、お
手数ですが議案書は５６ページの申出案件一覧をご覧いただきますようお願いしま
す。こちらの番号１３番の内部調整会議の意見の欄の一番下の部分になります。都
市計画指導課より、「現在借地で使用している資材置場にある建築物（旧植物用ハ
ウス、コンテナ）を許可なく使用することは認められない。」との意見がございま
すが、こちらは「建築物として使用する場合には許可が必要になる」という留意事
項としての意見であり、現在の既存の資材置場にて違反があるということではござ
いません。
　詳細を申し上げますと、申出者が資材置場として使い始める前から、もともと
建っていた植物用ハウスが残っておりますが、こちらは現在の資材置場では使われ
ておらず、除外後の計画において撤去する予定ですので、開発部門の都市計画指導
課からは問題ないと確認しております。また、資材置場の敷地内にはコンテナが置
かれていますが、こちらは申出者の事業において、販売している輸送用コンテナの
商品となりますので、建築物には当たらなく、こちらも都市計画指導課からは問題
ないと確認しております。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。
　ご審議の程、どうぞよろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の小泉委員、意見をお願いします。

小 泉 委 員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

農業環境整備課 　それでは、番号１２について説明させていただきます。
　申出者及び申出地は議案書に記載のとおりでございます。
　計画変更の目的は、自己用住宅及び道路後退で、その理由は現在の賃貸住宅では
手狭のため自己用住宅が必要となり、他に候補地がなかったためです。
　計画、他法令、その他につきましては、議案書記載のとおりでございますが、そ
のうち周辺農地への影響につきましては、新設コンクリートブロックにて防除をす
ることとなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議 長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の小泉委員、意見をお願いします。

小 泉 委 員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１３番について、農業環境整備課、説明をお願いします。



農業環境整備課 　除外後の農地区分が第１種農地であったとしても、既存の２分の１の面積を超え
ないものであれば除外が認められることになっております。今回の計画について
も、申出地の面積が既存の２分の１を超えず、かつその他の要件も満たしているこ
とから申出を受けております。

　ありがとうございました。
　他にございますでしょうか。
　質問がないようですので、農業環境整備課の退室を求めます。

浅 子 委 員 　１３番について伺います。周辺農地への影響について、１０ｍほど緑地を設ける
計画とのことですが、緑地部分に木を植えるなどしてしまうと将来的に周辺農地へ
の影響が生じる懸念があります。そのため、事業を実施する事業者の信用性が重要
だと考えますが、今回の申出者について事業の実現性を含め信用面は問題ないので
しょうか。

農業環境整備課 　さいたま市農業振興地域整備計画の変更にあたっては、計画の実現性が非常に重
要視されます。当初の計画と使用用途が変わることは問題となるため、申出者に対
してその旨指導しておりますので、問題はないと思われます

小 林 委 員 　１３番について伺います。先ほどの説明の中で、旧植物用ハウス、コンテナにつ
いて建築物に該当する場合は許可が必要ということでしたが、ビニールハウスで建
築物に該当する基準等があるのでしょうか。

西 形 委 員

農業環境整備課 　開発の担当部署で判断の基準があると思われますが、詳細については担当部署に
確認していただければと思います。

　ありがとうございました。
　説明が終わりました。ご質問のある方は挙手をお願いします。
　

議 長

　１３番について伺います。農地調整課からの意見として、除外後の農地区分が第
１種農地とのことで、原則転用が許可されないと思います。今回の申出は既存資材
置場の拡張ということですが、どのような整理で除外の申出を受けることになった
のでしょうか。

議 長 　総員賛成であります。
　番号５番を除く議案第９９号について、意見なしとして決定いたします。

議 長 　それでは採決に入りたいと思います。
　番号５番を除く議案第９９号について、賛成の農業委員の方、挙手を求めます。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

　―農業環境整備課退室―

議 長



　番号１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、白鍬保育園の南西５００ｍに位置する住宅と農地の混在する地域の田
です。
　通作距離は、１０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、ナス、ホウレンソウの予定で、問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　番号４番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立指扇中学校の西①５３０ｍ②６００ｍに位置する住宅と農地の混
在する地域の畑です。
　通作距離は、①９０ｍ、②１９０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画はナス、ネギ、トマトの予定で、問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

菅 間 委 員

　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、番号３番、馬宮地区、金子委員、議案説明をお願いいた
します。

金 子 委 員 　番号２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立馬宮西小学校の南東５００ｍに位置する水田の広がる地域の田で
す。
　通作距離は、１９０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、水稲の予定で、問題ないものと思われます。

　続きまして、議案第８９号、農地法第３条の規定による許可申請について審議い
たします。

議 長

中 村 委 員

　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番、指扇地区、菅間委員、議案説明をお願いいたします。

　番号１番、植水地区、中村委員、議案説明をお願いいたします。

議 長

議 長

　続きまして、番号３番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立馬宮西小学校の南４５０ｍに位置する水田の広がる地域の現況畑
です。
　通作距離は、１０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、トマト、ナス、ハクサイの予定で、問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。



議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号５番から番号７番、片柳地区、小川委員、議案説明をお願いい
たします。

　続きまして、番号６番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、大宮聖苑の南西７８０ｍから１．０５kmに位置する住宅と農地の混在
する地域の畑です。
　通作距離は、１１．１kmです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画はサトイモの予定で、問題ないものと思われます。

　続きまして、番号７番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、大宮聖苑の南西８６０ｍに位置する住宅と農地の混在する地域の畑で
す。
　通作距離は、１１．１kmです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画はサトイモの予定で、問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

小 川 委 員 　番号５番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立片柳中学校の南東４００ｍに位置する住宅と農地の混在する地域
の畑です。
　通作距離は、１０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外に所有農地はございま
せん。農機具等は揃っております。この方は、新規就農という扱いとなりますが、
営農計画書も提出されており問題ないものと思われます。
　作付計画はトマト、レタス、ピーマンの予定で、問題ないものと思われます。
　

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号９番、野田地区、浅子委員、議案説明をお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号８番、三室地区、西形委員、議案説明をお願いいたします。

西 形 委 員 　番号８番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立芝原小学校の北東①９００ｍ②１．１kmに位置する畑の広がる地
域の畑です。
　通作距離は、①２．４km、②２．１kmです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、ツゲ、ツバキの予定で、問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。



議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１０番、新和地区、小林委員、議案説明をお願いいたします。

浅 子 委 員 　番号９番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立美園中学校の北西４５０ｍに位置する住宅と農地の混在する地域
の畑です。
　通作距離は、５０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、モクセイの予定で、問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長

　番号１０番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立和土小学校の東１．１kmに位置する住宅と農地の混在する地域の
現況畑です。
　通作距離は、３２０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、コマツナの予定で、問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　その通りでございます。番号６番、番号７番の譲受人は市内に個人で農地を所有
しており、その他に越谷市、春日部市、幸手市、所沢市、松戸市に農地を所有して
おりますが、所有農地が全て適正に管理されていることを各農業委員会に確認して
おります。
　市内の農地についても適正に管理されており、過去に農地法３条の許可も取得し
ています。
　ご質問にもありました通り、先ほど審議いただいた案件の法人の代表取締役と番
号６番、７番の譲受人は同一ですが、農地法第３条許可にあたっては、個人と法人
は別人格となりますので、個人として許可要件を満たしていれば、たとえ法人が農
地所有適格法人として所有する農地に適切に管理されていない農地があったとして
もそれについては問われないことになっております。

事 務 局

　ありがとうございました。
　以上で、説明が終わりました。
　ご質問のある方は、挙手をお願いいたします。

小 林 委 員

　番号６番、番号７番について伺います。本案件の譲受人が先ほど審議した議案第
９９号１３番の法人の代表取締役と名前が同じように見受けられますが、法人の関
係者なのでしょうか。

小 林 委 員

小 林 委 員 　引き続き番号６番、番号７番について伺います。譲受人は市外にも農地を多く所
有しているとのことですが、議案書に記載されている所有農地は市内だけの農地と
なっているのか、市外の農地も含まれているのか教えていただきたい。

事 務 局 　市外の所有農地を含めた面積となっております。



議　　　　　長 　ありがとうございました。
　他にございますでしょうか。
　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第８９号について、賛成の方の挙手を求めます。

各 委 員 ―　賛成多数、浅子委員番号６番及び番号７番について賛成せず　―

小 林 委 員 　引き続き番号６番、番号７番についてです。譲受人の農地について私も存じ上げ
ておりますが、他の人に管理してもらっているような状況にあります。台帳上、現
況ともに管理状況に問題がなければその点についてはやむを得ないとも思います
が、現在市内に点々と農地を所有されているということで、今後については注視す
る必要があると考えます。

事 務 局 　事務局としても注視していきたいと思います。

小 泉 委 員 　番号６番、番号７番についてです。取得した農地を将来的に転用される懸念もご
ざいますので、小林委員と同じく今後について動きを注視する必要があると考えま
す。

浅 子 委 員 　番号６番、番号７番について伺います。本案件の譲受人は私の担当地区にも農地
を所有しておりまして、代表取締役を務めている法人が農地法違反している箇所が
ございます。先ほど事務局から個人と法人は別人格であるとの説明がありました
が、両者を全く切り離して考えるというのもいかがかなと思います。審議にあた
り、信用の面で疑義があります。
　本当に農業を営むために取得するのなら問題ないと思いますが、取得後に転用さ
れるという疑いも捨てきれないと思います。申請書類や要件を満たしていれば受付
せざるを得ないという事情もあるとは思いますが、過去に農地法違反に対して指導
をした際も、再三の指導にも関わらず応じなかったという背景もあります。事務局
としてはいかがお考えでしょうか。

事 務 局 　我々は農地法に基づいて審査しますので、すべての事情を考慮したうえでという
のは難しいというのが正直なところです。先ほどから話に出ているとおり今後の動
きを注視するということが、事務局としてできることだと考えます。

西 形 委 員 　番号６番、番号７番についてです。注視ということだけでは、なかなか効果は期
待できないかと思います。違反については農業委員と農地利用最適化推進委員の
日々の活動の中で地権者に対して注意喚起を行うことが大切だと考えます。

小 泉 委 員 　番号６番、番号７番についてです。本案件の譲受人は関連会社を複数持ってお
り、違反のない会社で申請するなど使い分けをしていると思われます。しかし、そ
ういったことが法律上問題ないということであれば注視するほかないと考えます。

小 川 委 員 　番号６番、番号７番についてです。本案件は私の担当地区でございますが、法律
上問題ないという点と申請の段階で将来的な利用方法まで疑うことはできないとい
う点でやむを得ないと判断しております。

小 林 委 員 　番号６番、番号７番についてです。譲渡人の農家の立場からすると、後継者がい
ない場合に農地を存命の間に処分したいという心情になるということも同じ農家と
して理解できます。将来的な利用方法を現状の農地法では問うことができないとい
うことが難しいところだと痛感しました。



浅 子 委 員 　番号６番、番号７番について賛成いたしません。

　浅子委員は番号６番及び番号７番について賛成ではないですが、賛成多数であり
ますので、議案第８９号について、許可することと決定いたします。

　浅子委員は挙手しておりませんが、どの案件について賛成ではないのでしょう
か。

議 長



　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、片柳地区、小川委員、議案説明をお願いいたしま
す。

議 長 　ありがとうございました。
　以上で説明が終わりました。
　ご質問等のある方は、挙手をお願いいたします。
　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。

　番号１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立馬宮中学校の南２７０ｍに位置し、道路によって区画された
街区面積に占める宅地等の割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、貸駐車場です。
　申請理由は、近隣住民からの要望により貸駐車場として利用するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、高さ０.１ｍの新設板柵により、被害を及ぼさない計画です。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

小 川 委 員

金 子 委 員

　番号２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、片柳公民館の南西１６０ｍに位置し、道路によって区画された街
区面積に占める宅地等の割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、貸駐車場です。
　申請理由は、近隣住民からの要望により貸駐車場として利用するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、新設コンクリートブロック２～７段積により、被害を及ぼさ
ない計画です。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　続きまして、議案第９０号、農地法第４条の規定による許可申請について審
議いたします。
　番号１番、馬宮地区、金子委員、議案説明をお願いいたします。

議 長 　総員賛成でございます。
　議案第９０号について、許可することと決定いたします。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

　議案第９０号について、賛成の方の挙手を求めます。

議 長



議 長 　続きまして、議案第９１号、農地法第５条の規定による許可申請について審議し
ます。

　番号１番、馬宮地区、金子委員、議案説明をお願いします。

金 子 委 員   番号１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、県立大宮武蔵野高等学校の北２００ｍに位置し、道路によって区画さ
れた街区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、自己用住宅及び道路後退敷です。
　申請理由は、現在、賃貸住宅に居住しているが、手狭であることから、義母所有
の土地に自己用住宅を建築するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、高さ０．１ｍの新設木柵により、被害を及ぼさない計画です。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

菅 間 委 員   番号２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、指扇病院の北東７００ｍに位置し、道路によって区画された街区面積
に占める宅地等の割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、資材置場及び駐車場です。
　申請理由は、現在、市内で土木建築業を営んでいるが、既存の資材置場及び駐車
場が手狭であることから、申請地を新たな資材置場及び駐車場として利用するため
です。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、新設コンクリートブロック１段積により、被害を及ぼさない計画
です。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

長 島 委 員

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番、番号５番、三室地区、西形委員、議案説明をお願いしま
す。

  番号３番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農振農用地です。
　申請地は、春野図書館の北東５７０ｍに位置する農振農用地です。
  転用目的は、農地改良です。
　申請理由は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためです。
　作付計画は、①トマト、②キュウリを作付けする予定です。
　一時転用で、期間は２か月を見込んでおります。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました
　続きまして、番号２番、指扇地区、菅間委員、議案説明をお願いします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、春岡地区、長島委員、議案説明をお願いします。



西 形 委 員 　番号４番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農振農用地です。
　申請地は、さいたま市立病院の北西１．０kmに位置する見沼田圃内の農振農用地
です。
  転用目的は、農地改良です。
　申請理由は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためです。
　作付計画は、ジャガイモ、ヤツガシラ、ネギを作付けする予定です。
　一時転用で、期間は３か月を見込んでおります。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　
　

　ありがとうございました。
　続きまして、番号７番、野田地区、横山委員、議案説明をお願いいたします。

浅 子 委 員 　番号６番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、浦和大学の西５２０ｍに位置し、農地の規模が１０ha未満で住宅等が
連たんした程度に達している区域に近接する第２種農地です。
  転用目的は、自己用住宅及び道路後退敷です。
　申請理由は、現在、賃貸住宅に居住しているが、手狭であることから、父所有の
土地に自己用住宅を建築するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、新設コンクリートブロック２～３段積により、被害を及ぼさない
計画です。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長

　続きまして、番号５番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農振農用地です。
　申請地は、浦和くらしの博物館の西４５０ｍに位置する見沼田圃内の農振農用地
です。
  転用目的は、農地改良です。
　申請理由は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためです。
　作付計画は、①ジャガイモ、苗木、②ヤツガシラ、植木を作付けする予定です。
　一時転用で、期間は６か月を見込んでおります。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号６番、野田地区、浅子委員、議案説明をお願いいたします。



　番号７番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、県立浦和東高等学校の西９９０ｍに位置し、道路によって区画された
街区面積に占める宅地等の割合が４０％を超える第３種農地です。
　転用目的は、資材置場です。
　申請理由は、現在、県内で解体業を営んでいるが、既存の資材置場が手狭である
ことから、申請地を新たな資材置場として利用するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、高さ２．０ｍの新設メッキ鋼板により、被害を及ぼさない計画で
す。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

横 山 委 員

関 根 委 員

富 田 委 員 　番号８番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農振農用地です。
　申請地は、市立和土小学校の東８４０ｍに位置する農振農用地です。
  転用目的は、農地改良です。
　申請理由は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためです。
　作付計画は、コマツナを作付けする予定です。
　一時転用で、期間は６か月を見込んでおります。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号９番、河合地区、関根委員、議案説明をお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号８番、和土地区、富田委員、議案説明をお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１０番から番号１２番、慈恩寺地区、中山委員、議案説明をお
願いいたします。

　番号９番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立河合小学校の東６００ｍに位置し、住宅等が連たんした程度に達
している区域に近接する第２種農地です。
  転用目的は、太陽光発電設備です。
　申請理由は、現在、県外で太陽光発電事業を営んでいるが、申請地は太陽光発電
を行うにあたり、日照や送電設備などの条件が最適であると判断したためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、高さ１．２ｍの新設マルチフェンスにより、被害を及ぼさない計
画です。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。



議 長 　総員賛成でございます。
　議案第９１号について、許可することに決定いたします。

―　総　員　賛　成　―

　ありがとうございました。
　以上で説明が終わりました。
　ご質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

議 長

各 委 員

　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第９１号について、賛成の方の挙手を求めます。

　続きまして、番号１２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立慈恩寺中学校の北西１６０ｍに位置する道路によって区画された
街区面積に占める宅地等の割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、農地改良です。
　申請理由は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためです。
　作付計画は、トマトを作付けする予定です。
　一時転用で、期間は６か月を見込んでおります。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

中 山 委 員 　番号１０番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、県立岩槻北稜高等学校の北東１００ｍに位置し、１０ha以上の規模の
一団の農地の区域内にある第１種農地です。
  転用目的は、農地改良です。
　申請理由は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためです。
　作付計画は、柿木を作付けする予定です。
　一時転用で、期間は６か月を見込んでおります。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。

　続きまして、番号１１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、岩槻消防署上野出張所の北西８８０ｍに位置し、道路によって区画さ
れた街区面積に占める宅地等の割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、駐車場です。
　申請理由は、現在、県外に本店を置き製造業を営んでいるが、事業拡大に伴い申
請地近くの既存事業所の駐車場が手狭となったことから、申請地を新たに駐車場と
して利用するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺に農地はございません。



議 長 　続きまして、議案第９２号、農用地利用集積計画の決定について審議いた
します。

菅 間 委 員

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、番号３番、指扇地区、菅間委員、議案説明をお願
いいたします。

　番号１番、馬宮地区、金子委員、説明をお願いいたします。

議 長

金 子 委 員 　番号１番についてご説明いたします。
　賃借権の再設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおりで
す。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の耕作状況は良好です。
　作付計画は、水稲です。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は７２０ｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　続きまして、番号３番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定１０年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとお
りです。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

長 島 委 員 　続きまして、番号４番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。

　番号２番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定１年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の耕作地はありません。
　作付計画は、アオシソ、エンドウです。
　申請目的は、新規就農のためで、通作距離は１５．９㎞です。
　特に問題はないものと思われます。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番、番号５番、大砂土地区、長島委員、議案説明をお
願いいたします。



西 形 委 員 　番号７番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号７番から番号９番、三室地区、木崎地区、西形委員、議
案説明をお願いいたします。

　続きまして、番号８番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定５年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、サトイモです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は８．８㎞です。
　特に問題はないものと思われます。

　続きまして、番号９番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の耕作地はありません。
　作付計画は、モリンガです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は１１．１㎞です。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長

　続きまして、番号５番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定１０年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとお
りです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、盆栽です。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は１．６㎞です。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

小 川 委 員 　番号６番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号６番、片柳地区、小川委員、議案説明をお願いいたしま
す。



　続きまして、番号１０番、野田地区、浅子委員、議案説明をお願いいたし
ます。

議 長

浅 子 委 員 　番号１０番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長

本 田 委 員

　ありがとうございました。
　続きまして、番号１２番から番号１４番、河合地区、関根委員、議案説明
をお願いいたします。

関 根 委 員 　番号１２番についてご説明いたします。
　使用貸借権の再設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとお
りです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、水稲です。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は３９０ｍです。
　特に問題はないものと思われます。

　続きまして、番号１３番についてご説明いたします。
　使用貸借権の再設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとお
りです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、水稲です。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は１．５kmです。
　特に問題はないものと思われます。
　

議 長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１１番、柏崎地区、本田委員、議案説明をお願いいたし
ます。

　番号１１番についてご説明いたします。
　賃借権の再設定５年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおりで
す。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、タマネギです。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は３．５kmです。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。



議 長 　ありがとうございました。
　以上で説明が終わりました。
　質問等のある方は、挙手をお願いいたします。
　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第９２号について、賛成の方の挙手を求めます。

議 長 　総員賛成ですので、議案第９２号について、原案どおり意見決定すること
といたします。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

　続きまして、番号１４番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、水稲です。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は１．２kmです。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。



議　　　　　長 　総員賛成でございます。
　議案第９３号について、認定することと決定いたします。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　以上で説明が終わりました。
　ご質問等のある方は、挙手をお願いいたします。
　質問がないようでございますので、採決に入りたいと思います。
　議案第９３号について、賛成の方の挙手を求めます。

　続きまして、議案第９３号、生産緑地に係る農業従事状況の認定につい
て審議いたします。

議　　　　　長

　番号１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書のとおりです。
　従事者の死亡により、農業を継続することが不可能になったことに伴
い、今回の認定申請となりました。
　申請地は、現地調査の結果、農地として適正に管理されておりました。
　よって、主たる従事者として認定することに問題ないと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

清 水 友 清 委 員

　番号１番、三橋地区、清水友清委員、説明をお願いいたします。



議　　　　　長 　続きまして、議案第９４号、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定の
適用を受けるための適格者証明願について審議いたします。

　議案書の一覧表をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござい
ましたら挙手をお願いいたします。

　議案第９４号について、賛成の方の挙手を求めます。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

議　　　　　長 　総員賛成でございますので、議案第９４号の案件について、原案どおり証
明することといたします。

　番号１番から番号３番につきまして担当推進委員が現地を調査し、各地区
審議会において案件説明をしております。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います。



議　　　　　長 　総員賛成でございますので、議案第９５号の案件について、原案どおり証
明することといたします。

　番号１番から番号１６番につきまして担当推進委員が現地を調査し、各地
区審議会において案件説明をしております。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

　議案書の一覧表をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござい
ましたら挙手をお願いいたします。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います

議　　　　　長

　議案第９５号の案件について、賛成の方の挙手を求めます。

議　　　　　長 　続きまして、議案第９５号、相続税の納税猶予を受けた農地に係る農業経
営を引き続き行っている旨の証明願について審議いたします。



議　　　　　長 　続きまして、議案第９６号、贈与税の納税猶予を受けた農地に係る農業経
営を引き続き行っている旨の証明願について審議いたします。

議　　　　　長 　番号１番につきまして担当推進委員が現地を調査し、各地区審議会におい
て案件説明をしております。

　議案書の一覧表をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござい
ましたら挙手をお願いいたします。

議　　　　　長 　総員賛成でございますので、議案第９６号の案件について、原案どおり証
明することといたします。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います

　議案第９６号の案件について、賛成の方の挙手を求めます。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―



　ありがとうございました。
　番号３番、片柳地区、事務局より議案説明をお願いいたします。

事 務 局 　番号３の内容について説明をいたします。こちらの案件は、農地中間管理機構か
ら、譲受人に対して、賃借権で６年間、貸し付けるものです。貸し付けの対象となる
農地につきましては議案第９２号番号６番におきましてご審議のうえ承認いただいた
ものです。
　借受人の農業経営状況等につきましては議案書に記載のとおりでございます。
　なお、周辺の農地利用に及ぼす影響はないものと思われます。

議 長 　ありがとうございました。
　番号４番、野田地区、事務局より議案説明をお願いいたします。

議 長

　この案件は、農地中間管理機構である埼玉県農林公社が土地所有者から借り受けて
中間管理権を取得する農地を、市が作成した農用地利用集積等促進計画（案）にある
「賃借権の設定等を受ける者」へ貸し付けることが適切か否かについて、市から農業
委員会に対して意見照会があったものです。
　番号１の内容について説明をいたします。こちらの案件は、農地中間管理機構から
譲受人に対して、賃借権で１０年間、貸し付けるものです。貸し付けの対象となる農
地につきましては議案第９２号番号４番におきましてご審議のうえ承認いただいたも
のです。
　なお、借受人の農業経営状況につきましては議案書に記載のとおりでございます。
　

　ありがとうございました。
　番号２番、大砂土地区、事務局より議案説明をお願いいたします。

　番号２の内容について説明をいたします。こちらの案件は、農地中間管理機構か
ら、譲受人に対して、使用貸借権で６年間、貸し付けるものです。貸し付けの対象と
なる農地につきましては議案第９２号番号３番におきましてご審議のうえ承認いただ
いたものです。
　借受人の農業経営状況等につきましては議案書に記載のとおりでございます。
　なお、周辺の農地利用に及ぼす影響はないものと思われます。

議 長

事 務 局

議 長 　続きまして、議案第９７号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項
の規定による農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について審議いたしま
す。

　それでは、番号１番、指扇地区、事務局より議案説明をお願いいたします。

事 務 局



事 務 局

浅 子 委 員 　番号１番について伺います。通作距離が３２３．８kmとなっていますが、市内に新
たに拠点を設ける等の計画がありましたら教えてください。

事 務 局 　本案件の譲受人である法人は新潟県に拠点を置く法人でございます。今後市内に新
たに拠点を設ける計画となっており、経営がうまくいくようであれば、市内で別法人
を立ち上げるなど事業拡大を見込んでいると聞いております。

各 委 員 ―　総　員　賛　成　―

議 長 　総員賛成でございます。
　議案第９７号について、本月例総会は「意見なし」として決定いたします。

議 長 　ありがとうございました。
　以上で説明が終わりました。
　ご質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

議 長 　ありがとうございました。
　他にございますでしょうか。
　質問等がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第９７号について、賛成の委員の方、挙手を求めます。

　番号４の内容について説明をいたします。こちらの案件は、農地中間管理機構か
ら、譲受人に対して、賃借権で６年間、貸し付けるものです。貸し付けの対象となる
農地につきましては議案第９２号番号７番及び１０番におきましてご審議のうえ承認
いただいたものです。
　借受人の農業経営状況等につきましては議案書に記載のとおりでございます。
　なお、周辺の農地利用に及ぼす影響はないものと思われます。



議　　　　　長 　続きまして、議案第９８号、農用地利用集積計画の決定及び農用地利用集積等促
進計画（案）に対する意見について審議いたします。

議　　　　　長 　他にございますでしょうか。
　質問等がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第９８号馬宮地区の案件について、賛成の委員の方、挙手を求めます。

議　　　　　長

各　　委　　員

　事務局より説明をさせていただきます。
　農用地利用集積計画の決定及び農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見
（馬宮地区）及び（大野島地区）についてです。こちらの議案につきましては、地
権者から農地中間管理機構への農用地利用集積計画の決定及び農地中間管理機構か
ら譲受人への農用地利用集積等促進計画（案）について一括して審議をお願いして
いるものでございます。
　まず、馬宮地区の案件について説明いたします。馬宮地区の案件は総筆数２４
筆、面積１９,００２㎡について、農林公社への農地中間管理権の設定する利用集積
計画の決定及び農林公社から譲受人６名への利用集積等促進計画（案）について、
農業委員会に対して決定及び意見照会があったものです。
　次に大野島地区の案件について説明いたします。大野島地区の案件は総筆数１
筆、面積１１９㎡について、農林公社への農地中間管理権の設定する利用集積計画
の決定及び農林公社から譲受人１名への利用集積等促進計画（案）について、農業
委員会に対して決定及び意見照会があったものです。
　本計画（案）の内容は、経営面積、従事日数など、農地中管理事業の促進に関す
る法律第１８条第５項第２号及び第３号の要件を満たしているものです。説明は以
上です。ご審議のほどよろしくお願いします。

事　　務　　局

　この案件は、金子委員の関係案件です。農業委員会等に関する法律第３１条、議
事参与の制限に該当する案件ですので、金子委員は審議終了まで退出をお願いいた
します。

西 形 委 員

―　金　子　委　員　退　席　―

　事務局より説明をお願いします。議　　　　　長

　馬宮地区について先に審議をお願いいたします。

　総員賛成でございます。
　議案第９８号馬宮地区の案件について、本月例総会は「意見なし」として決定い
たします。

―　金　子　委　員　入　室　―

　それでは、金子委員の入室を求めます。

　ありがとうございました。
　ご質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

―　総　員　賛　成　―

議　　　　　長

　審議の仕方についてですが、今回馬宮地区の案件について金子委員が議事参与と
なっていますが、馬宮地区の案件と大野島地区の案件について一括の審議で問題な
いのでしょうか。

事 務 局



　それでは大野島地区の案件について再度事務局より説明をお願いします。

　引き続き議案審議に入ります。議　　　　　長

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　議案第９８号大野島地区の案件について、質問等のある方は、挙手をお願いいた
します。

　質問等がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第９８号大野島地区の案件について、賛成の委員の方、挙手を求めます。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

議　　　　　長 　総員賛成でございます。
　議案第９８号大野島地区の案件について、本月例総会は「意見なし」として決定
いたします。

事　　務　　局 　事務局より説明をさせていただきます。
　大野島地区の案件について説明いたします。大野島地区の案件は総筆数１筆、面
積１１９㎡について、農林公社への農地中間管理権の設定する利用集積計画の決定
及び農林公社から譲受人１名への利用集積等促進計画（案）について、農業委員会
に対して決定及び意見照会があったものです。
　本計画（案）の内容は、経営面積、従事日数など、農地中管理事業の促進に関す
る法律第１８条第５項第２号及び第３号の要件を満たしているものです。説明は以
上です。ご審議のほどよろしくお願いします。



　農地法第６条の２第１項第の規定による報告（一般法人）でございます。

　農地法第３条許可の取消でございます。

　農地法第１８条第６項の規定による解約通知でございます。

事 務 局

議 長

　農地法第１８条第６項の規定による解約通知について、解約の理由の欄が
その他となっているものが多数見受けられますが、具体的な理由の記載して
いただくよう検討をお願いいたします。

　農地法第３条の３の規定による届出でございます。

　ありがとうございました。
　意見等質問のある方は、挙手をお願いいたします。

　基本的に通知に相手方が書いてきたものを記載しておりますが、今後対応
を検討させていただきます。

議 長

浅 子 委 員

　ありがとうございました。
　他にございますでしょうか。
　ないようでございますので、その他に何かございますでしょうか。

　2a未満農業用施設の届出でございます。

　本日の議案審議は、以上です。
　続きまして、報告事項ですが、市街化区域の転用届等の報告事項につきま
して事務局より説明がございます。

事 務 局

　農地法第５条第１項第６号の規定による届出でございます。

　農地法第４条第１項第７号の規定による届出でございます。

議 長

　お手元の資料をご覧ください。
　令和５年１２月分報告事項です。

　事務局お願いいたします。



金 子 委 員

事 務 局 　事務局よりご連絡いたします。現在、さいたま市ではデジタル技術を活用
した働き方改革、業務効率化を推進しております。その中で、農業委員会事
務局は打合せ等のペーパーレス化のモデル課として選出されており、紙の削
減を求められているところでございます。
　その取り組みを受けまして、毎月みなさまのお手元にお配りしている議案
書についても紙ではなく、タブレット端末にする方向で検討しております。
　つきましては、次回令和６年２月１６日に開催される月例総会では紙の議
案書と同じ内容が閲覧できるタブレット端末を各席にご用意いたしますの
で、審議の際はその端末を使用いただければと思います。
　次回の月例総会はあくまでタブレット端末のテスト運用になりますので、
紙の議案書も従来通りご用意させていただきます。
　ですが、まずはタブレット端末を使用していただいて、使用感やお気づき
の点についてご意見をいただきまして来年度以降の本格的なペーパーレス化
につなげていきたいと考えております。
　ご苦労おかけすることもあるかと思いますが、ペーパーレス化へのご協力
をよろしくお願いいたします。以上でございます。

金 子 委 員 　農地法第１８条第６項の規定による解約通知について伺います。解約され
た農地については、遊休農地にならないよう次の借り手を見つけるように、
どのように手続きを進めているのでしょうか。

事 務 局 　今回、中間管理権が設定されていて中間管理機構から転貸・又貸しをされ
て耕作をされれていた方が、転貸のところを解約という案件が多いように見
受けられます。これらにつきましては、中間管理機構から転貸を受ける方が
変わり、また別の方が耕作をされることになります。
　先ほど審議いただきました、議案第９８号をご覧いただきますと、一部譲
渡人が空欄になっている箇所がございますが、これらが今まで耕作されてい
た方が解約し、新たな耕作者がこの利用集積計画をもって今後耕作されると
いうことで割り当てがされたものでございます。このように耕作者が途切れ
る期間がなるべく短いように対応がなされております。

　先ほどの案件については私が地域の方々にお願いをして、何とか新たな耕
作者になってもらいました。
　こうした解約がなされた農地については新たな耕作者になってくれる方を
農業委員が地域の農家をあたって探していくことになるということでしょう
か。

事 務 局 　新しい転貸先については、農林公社で探すべきところだとは思いますが、
なかなか農林公社では地域の状況を把握できないところもあり、農業委員、
農地利用最適化推進委員のみなさまに協力をお願いする場面が出てくるかと
思います。そういった意味では委員のみなさまにお手間をおかけすることも
あるかと思いますが、可能な範囲でご協力いただければと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。

議 長 　他にございますでしょうか。



　本日は、長時間の審議ご苦労さまでした。
　これをもちまして、令和６年１月、さいたま市農業委員会月例総会を閉会
いたします。

　他にございますでしょうか。
　ないようでございますので、 閉会のご挨拶を、浅子会長職務代理者より
お願いいたします。

６ 閉 会 宣 言

浅子会長職務代理者

議 長


